
下
請
法
（
６
）

　
今
回
も
引
き
続
き
、
親
事
業
者
の

禁
止
行
為
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

　
下
請
法
で
は
、
親
事
業
者
は
、
次

に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
下
請
事
業
者
の
利
益
を
不
当
に

害
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

有
償
支
給
原
材
料
品
等
の
対
価
の
早

期
決
済

　
親
事
業
者
が
有
償
で
支
給
す
る
原

材
料
等
を
用
い
て
、
下
請
事
業
者
が

物
品
の
製
造
等
を
行
う
場
合
に
、
下

請
事
業
者
に
責
任
が
な
い
の
に
、
そ

の
原
材
料
等
が
用
い
ら
れ
た
物
品
の

下
請
代
金
の
支
払
期
日
よ
り
早
い
時

期
に
、
原
材
料
等
の
対
価
を
下
請
代

金
か
ら
控
除
し
た
り
、
支
払
わ
せ
る

こ
と
で
す
。

割
引
困
難
な
手
形
の
交
付

　
下
請
代
金
を
手
形
で
支
払
う
際
、

銀
行
や
信
用
金
庫
な
ど
の
一
般
の
金

融
機
関
で
割
引
を
受
け
る
こ
と
が
困

難
と
認
め
ら
れ
る
手
形
を
交
付
す
る

こ
と
で
す
。

　
割
引
困
難
な
手
形
と
は
、
手
形
の

サ
イ
ト
が
、
繊
維
業
で
は
90
日
、
そ

の
他
の
業
種
で
は
１
２
０
日
を
超
え

る
長
期
の
手
形
を
い
い
ま
す
。

不
当
な
経
済
上
の
利
益
の
提
供
要
請

　
親
事
業
者
が
、
自
己
の
た
め
に
、

下
請
事
業
者
に
金
銭
、
役
務
や
そ
の

他
の
経
済
上
の
利
益
を
提
供
さ
せ
る

こ
と
で
す
。

　
下
請
代
金
の
支
払
い
と
は
独
立
し

て
、
下
請
事
業
者
に
協
賛
金
を
提
供

さ
せ
た
場
合
や
、
下
請
事
業
者
の
従

業
員
に
、
委
託
し
た
取
引
と
関
係
の

な
い
作
業
を
行
わ
せ
た
場
合
が
、
こ

れ
に
該
当
し
ま
す
。

不
当
な
給
付
内
容
の
変
更
・
や
り
直
し

　
下
請
事
業
者
に
責
任
が
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
下
請
事
業
者
の
給
付

の
内
容
を
変
更
さ
せ
た
り
、
受
領
し

た
後
に
や
り
直
さ
せ
る
こ
と
で
す
。

　
取
引
先
の
都
合
で
キ
ャ
ン
セ
ル
と

な
っ
た
の
に
、
そ
れ
ま
で
に
下
請
事

業
者
が
要
し
た
諸
費
用
を
負
担
し
な

か
っ
た
場
合
や
、
親
事
業
者
や
そ
の

取
引
先
の
都
合
で
や
り
直
し
と
な
っ

た
の
に
、
そ
の
対
応
に
下
請
事
業
者

が
要
し
た
諸
費
用
を
負
担
し
な
か
っ

た
場
合
が
、
こ
れ
に
該
当
し
ま
す
。

　
次
に
、
公
正
取
引
委
員
会
な
ど
に

よ
る
下
請
法
違
反
行
為
の
取
り
締
ま

り
等
に
つ
い
て
、
説
明
し
ま
す
。

立
入
検
査
等

　
公
正
取
引
委
員
会
及
び
中
小
企
業

庁
は
、
下
請
取
引
が
公
正
に
行
わ
れ

て
い
る
か
否
か
を
把
握
す
る
た
め
、

親
事
業
者
・
下
請
事
業
者
に
対
す
る

書
面
調
査
の
ほ
か
、
親
事
業
者
が
保

存
し
て
い
る
取
引
記
録
の
調
査
や
立

入
検
査
等
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

下
請
法
違
反
に
対
す
る
制
裁
等

①
親
事
業
者
に
対
す
る
勧
告
・
公
表

　
公
正
取
引
委
員
会
は
、
親
事
業
者

が
下
請
法
に
違
反
し
た
場
合
、
違
反

行
為
の
取
り
止
め
や
原
状
回
復
、
再

発
防
止
措
置
を
実
施
す
る
よ
う
に
勧

告
し
ま
す
。
な
お
、
勧
告
内
容
は
原

則
と
し
て
公
表
さ
れ
ま
す
。

②
排
除
措
置
命
令
等

　
親
事
業
者
が
勧
告
に
従
わ
な
い
場

合
は
、
独
占
禁
止
法
に
基
づ
く
排
除

措
置
命
令
や
課
徴
金
納
付
命
令
が
行

わ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

③
罰
則

　
親
事
業
者
が
下
請
法
に
違
反
す
る

行
為
（
発
注
書
面
の
交
付
義
務
違
反

な
ど
）
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
違
反

行
為
を
し
た
親
事
業
者
の
代
表
者
、

代
理
人
や
従
業
員
個
人
の
ほ
か
、
親

事
業
者
で
あ
る
会
社
も
罰
金
刑
（
最

高
50
万
円
）
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　
下
請
法
違
反
の
公
表
に
よ
り
、
会

社
の
評
判
が
低
下
し
て
今
後
の
取
引

に
影
響
が
出
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す

の
で
、
下
請
法
を
意
識
し
て
日
々
の

業
務
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
す
。
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【
主
な
取
扱
分
野
】
企
業
法
務
、
債

権
回
収
、
債
務
整
理
、
相
続
、
事
業

承
継
、
交
通
事
故
損
害
賠
償
請
求
。
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